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即時抗告理由補充書 

 

平成 18年 12月 14日 

大阪高等裁判所 御中 

当事者の表示 

〒000－0000  

香川県ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 

抗告人 父親 Ｘ 

電話 自宅 000－000－0000 

携帯 000－0000－0000 

 

〒000－0000  

大阪市 YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 

                    相手方 母親 Ｙ     

 

第一 原審判の表示 

 神戸家庭裁判所伊丹支部 平成 18年（家）第 620号 親権者変更申立事件に

ついて同裁判所が平成 18年 11月 28日にした次の審判 

   主文 

 本件申立をいずれも却下する。 

第二 抗告の趣旨 

（1） 原審判を取り消す。 

（2） 未成年者の親権者を相手方から申立人に変更する。 

（3） （予備的に）申立人を未成年者の監護者と指定する。 

 

上記請求を趣旨として平成 18 年 12 月８日に提出した即時抗告状の理由を補

充すべく本書を提出する。 

 

即時抗告の詳細な理由 

原審判は,抗告人の親権者変更及び予備的な監護者指定の申立をいずれも却下

したが，その事実認定及び法律判断には誤りがあり，次のような諸事情を総合

すれば,未成年者Ａ子（以下「Ａ子」と略称する）の福祉に反するもので,承服で

きない。 

１ 相手方が親権者と指定され,それが確定したのは，相手方を原告,被控訴人，



 2

抗告人を被告,控訴人とする離婚等請求事件（第一審，高松地方裁判所平成 16

年（タ）第 3号,控訴審,高松高等裁判所平成 17年（ネ）第 8号）の判決による

ものであるが，上記一審判決はＡ子の監護養育のため相手方が父と同居してそ

の援助を受けることを親権者指定の考慮に入れており,同控訴判決もこれを是認

していると認めざるを得ない。しかし，相手方は控訴判決の確定を待たず,抗告

人不知の間に大多数の家財道具をそのままにしてＡ子を連れ行方をくらませた。 

抗告人は残された書類等を手掛かりに必死になって大阪,神戸方面を自動車で

探し回った末,平成 17 年○月○日，偶然相手方の自動車を○○市内で発見,住居

を突き止めたものである。 

その住居から,相手方は父親の実家に帰らず，○○市内の○○に勤め,Ａ子を保

育園に預けていることが判明した。この事実から前記判決の認定する父親の助

力（当初は実家近くにマンションを用意したと主張し，抗告人が監護に不適で

ある点を指摘すると，実家で同居して母親の援助を受けると主張を変更し，さ

らに母親は訴訟継続中に死去したため，父親に主張を変更し，その助力を得て

Ａ子を幼稚園に通わせると主張した。）が全くなされておらず,相手方もその助力

は求める意思がなく,その状態は現在も続いていることが明らとなった，このこ

とは控訴審口頭弁論終結後，すなわち，親権者指定後に生じた事実である。 

 

２ 相手方は, ○○○○，市立○○○○，現在は○○○○○○○○センターに勤

務先を移動し，今後も一定期間たてば,勤務先を移転することは予想されるとこ

ろで，それに伴って住居，保育所を移転せざるを得ないことは容易に推察され

る。このような住所，保育所の度重なる移動はＡ子の心情に深い傷を付け，友

達も作れず，その生育に良い影響を及ぼさないことは明らかである。 

 

３ Ａ子は，既に満 5 歳を過ぎており，通常以上の頭脳，感性を有しているか

ら，幼稚園（教育基本法上の学校）教育を受けるにふさわしいにもかかわらず，

相手方は勤務時間中面倒を見られないため，将来は兎も角，現在はただその時

間中幼児を預かるだけで何ら教育的指導を行わない施設である保育園に転転預

けている。 

抗告人は前記離婚訴訟中，徒歩 3 分の距離にある幼稚園に費用を支払い入園

許可も得て,制服,カバン等一切を整えており，Ａ子もその幼稚園に行くことを非

常に楽しみにしていたところ,相手方の出奔によりこれも無駄になり，Ａ子は深

い心の傷を負った。このことは宿泊面接で帰ってきた 1 日だけ，責任者の承諾

を得て幼稚園生活させた時の歓喜した有様（甲第 15，16，17号証）からも明ら

かであり,抗告人及びその両親の瞼に焼きついて離れないところである。 
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４ Ａ子は,あと１年もすれば小学校に入学することとなるが,そのときの放課

後の過ごし方に不安の念を禁じえない。近年では放課後居残り制度が導入され

ているとは聞くが，相手方の帰りを待つＡ子の淋しさを思えば，胸が痛んでな

らない。 

また，相手方が病気,不慮の事故にあったときは誰が面倒を見るのか，Ａ子が

病気になったときは誰が面倒を見るのか，通常の保育園は，病児は絶対に預か

らない為，病児保育の施設に別途預ける以外ないのである。相手方は離婚後父

親の姓に復さず,抗告人方の姓を名乗っていることから考えても,父親と同居す

るとは考えられないし,周りに親身になって面倒を見てくれる人も見当たらない。 

これらの不安心配は, 抗告人が親権者又は監護者となれば, 今も元気で相手

方の出奔までに惜しみない愛情を注いでおり，Ａ子が面接の際いつも｢おじいち

ゃん,おばあちゃんのところに帰りたい｣と望んでいた抗告人の両親と同居する

ことにより解消すると確信する。上記は将来に対する不安であるが，これも親

権者指定後に生じた事実に準ずるものと解すべきである。 

 

５ Ａ子は離婚判決前から母親である相手方より父親である抗告人に懐いてい

る。この状態は,相手方がＡ子を伴って伊丹市に出奔し,母子が相当期間一緒に生

活した現在でも変わらない。 

平成 18 年 5 月○日の面接の際，Ａ子が「おじいちゃん,おばあちゃんのおう

ち行きたい」と泣くように繰り返すので，○○や○○○から堅く止められてい

たにもかかわらず, ○○から○○県の抗告人の両親の家に自動車に乗せて帰っ

たところ，両親からその軽率さを責められたが,午後 4 時をすぎており，Ａ子も

帰りたくないと泣き出したので，今夜は預かる旨相手方に連絡した。 

そうすると，夜 10時ころ，相手方は前離婚訴訟の弁護士と非番という私服警

官 2 名（その警官が同行した理由に不明朗な点があり，後で確認したところ何

らの告訴もなされていない旨の返答があった）を連れて抗告人実家に押し寄せ，

警察官は現行犯で逮捕できると口にし，Ａ子を相手方に直ぐ返すよう強く要求

したので，抗告人もやむなく説得に応じ，Ａ子を抱いて相手方自動車に乗せよ

うとしたが，Ａ子は抗告人に堅く抱きついたまま,帰らないと泣き叫ぶ状態でそ

の説得に相当な時間がかかった。 

この状況は当事者及び私服の警官も現認するところである。又，それまでも

抗告人がＡ子と面接のため早朝又は前夜から所有の自動車を数時間運転して○

○に赴き，その面接を終わり約束の時間にＡ子を相手方に返そうとした際にも

それを嫌がり，その説得に困ったことが幾度となくある。 

 何故，母親である相手方の許に帰ることを嫌がり，父である抗告人と一緒に

いること望むのだろうか。離婚前に親子 3 人が抗告人の実家近くで同居してい



 4

た時，抗告人が夜遅く仕事から帰ると相手方は寝ている傍らで，Ａ子はひとり

淋しそうに遊んでおり，抗告人が相当時間一緒に遊んでやると，やっと寝付く

ことが通常であった。このような相手方の養育態度と抗告人の両親宅に行って

可愛がられた思い出が強く影響していると考えることは，思い過ごしであろう

か。相手方も仕事で疲れて帰ってきていることは十分察することができ，いつ

もこのような態度ではなく，平素はＡ子の養育に力を尽くしていると思うが，

Ａ子が今も母に拒否反応を示すような態度をとることは再三抗告人の現認する

ところである。この態度は、親権者指定後も続いてので，親権者指定後に生じ

た事由と言うべきである。 

 

６ 原審判は満 4 歳に過ぎないＡ子が，面接交渉の終了時に上記のような態度

を示すのは無理からぬことであり，相手方の監護養育に問題があるとはいえな

いというが，現在は満 5 歳を経過しており，通常以上に賢い子であると認めら

れるＡ子に直接その気持ちを聞かずにそのように理解するのは，独断に過ぎな

いと言えないだろうか。家事審判規則第 54条は子が満 15歳以上であるときは，

監護に関する審判をする前に，その子の陳述を聴かねばならないと規定してい

るが，この規定は 15歳以下の子が十分その意思を表示できる場合でもその陳述

を聴かなくても良いとの趣旨とは到底解されない。 

蓋し，児童の権利に関する条約（こどもの権利条約 平成 6年 5月 22日発効）

第 12条１項は「締約国は，自己の意思を形成する能力のある児童がその児童に

影響を及ぼすべきすべての事項について自由に自己の意思を表明する権利を確

保する。この場合において，児童の意見は，その児童の年齢及び成熟度に従っ

て相応に考慮されるものとする（注 1）。」同条約第９条 2項は，司法当局が法律

に従い親子の分離を決定する場合であっても，「すべての関係当事者は，１の規

定に基づくいかなる手続においても，その手続に参加しかつ自己の意見を述べ

る機会を有する。」同条約第 1 条は「児童とは,18 歳未満のすべての者をいう」

と規定している。そして，憲法第 98条は「日本国が締結した条約および確立さ

れた国際法規は,これを誠実に遵守することを必要とする」と謳っていることか

ら法令は条約に基づいて解されるべきことが明らかである。 

Ａ子は「Ａ子ちゃんがお父さんを守る。」「Ａ子ちゃんおかあさんにお父さん

にもっとやさしく言いなさいってゆうたよ」と面接時，抗告人の胸が詰まるよ

うなことを言っている。又，「裁判所にいっておとうさんのところに帰りたいと

言う。」（甲第 14，18，30号証）と意思表示している。しかも，Ａ子は相手方の

監護の下にあるから,誘導したものでないことは明らかである。従って,Ａ子には

十分自分の意思を表明する能力があることは明らかである。 

（注1） 同条文中，「相応に考慮」との部分は，条約の英語正文においては



 5

dew weight となっており，正しく訳すと「正当に重視」となる。

従って正文の意は訳文に比してより強いものである。 

 

７ 原審判は相手方の収入が多いことを重視しているが，平均的な生活水準を

維持するために○○万もの月収が必要とは思われない。むしろその月収を維持

するために，Ａ子の監護養育が相当の部分犠牲になっていることは想像に難く

ない。 

抗告人には未だに事業資金の返済が残っているが，これについては債務整理

済みであり，1件については金利６％，他 2件は元金のみの返済（甲第 24，25，

26 号証）月額合計○万円であり，○○○○○組合返済分については父親の援助

を受けている。従って監護養育上の経済的支障はない。又，抗告人の父母には

将来抗告人が相続を予定している持ち家，財産もあり，相応に裕福であるため

仮に抗告人が疾病，失業等の不運に見舞われたとしても，経済的に監護養育に

支障が生じる可能性はない。 

尚，Ａ子の実質的養育には抗告人の母があたるものと解されがちであるが，

離婚前，抗告人がＡ子と一緒にいるときは，100％抗告人が面倒を見てきた。父

母に依頼するのはＡ子が幼稚園から帰宅してから，抗告人が帰宅するまでの間

の監護だけである。又，父母の具合が悪い時などは，職場に連れて行くことも

可能である（現在の職場は主婦パートが多く，皆，子供を連れて来て事務所で

遊ばせている。夏休み期間中はまるで幼稚園のようであった。）。 

 

８ 原審判は平成 18 年 10 月以降に転居による影響がＡ子に見られないとして

いるが，調査終了後のこの時期に，なにを以って事実を認定したのか不明であ

る。 

又，同年 8月，9月の面接交渉時にも，不安定な様子は伺われ，12月 3日の

面接交渉時には車中で激しく泣いた。平成 18年 8月，9月の面接交渉時，及び

それ以降の面接交渉時のＡ子の様子については，別途追って陳述書を提出する。 

 

９ 以上のような諸事情，特にＡ子の意思に配慮することなく，相手方の収入

が多いことを重視してＡ子の意思，相手方の養育態様，養育環境等を軽視して，

いずれに監護養育させることが適切であるか検討することを怠った原審判は子

供の福祉を第一義的に考慮すべき親権等変更の理念，及び児童の権利に関する

条約第 3 条 1 項に規定されている「児童の最善の利益が主として考慮される」

との文言に反し，子の意向を聴取して正統に重視しようとしないことは同条約 9

条 2項，12条 1項に規定される「児童の意見表明権」に反すると言うべきであ

り，前記条約及び日本国憲法の規定をも無視する違法，ないし不当性があるか
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ら原審判を取り消し，Ａ子の意思を確認して抗告人に親権，少なくとも監護権

を変更移転すべきである。 

 

10 国内裁判における国際人権法の直接適用について判例を引用する。 

①東京高等裁判所 平成 4 年（う）第１１３８号 （東京高等裁判所判決時

報刑事 44巻１～１２号 １１頁） 

この判例において，東京高等裁判所は自由権規約（国際人権 B 規約）14

条３項にいう権利の裁判規範としての意義を確認し，同規定を直接適用し

て 1審判決を破棄した。 

②大阪高等裁判所 平成 4 年（ネ）第１２９０号 （訟務月報 42巻 1 号 16

頁 判例時報１５１３号７１頁） 

この判例において大阪高等裁判所は「同規約はその内容に鑑みると，原

則として自力執行的性格を有し，国内での直接適用が可能であると解せら

れるから，B 規約に抵触する国内法はその効力を否定されることになる」

と国際法規を首肯する判断を示している。 

 ③徳島地方裁判所 平成３年（ワ）第２６４号 平成 4年（ワ）第２６８号 

  平成６年（ワ）第９号（判例時報１５９７号１１５頁） 

   この判決において徳島地方裁判所は，「B規約は，自由権的な基本権を内

容とし，当該権利が人類社会のすべての構成員によって享受されるべきで

あるとの考え方に立脚し，個人を主体として当該権利が保障されるという

規定形式を採用している」ことを理由に，その直接適用可能性を認めた。（控

訴審である高松高裁判決 平成８年（ネ）第１４４号 （ネ）２０４号も

この判示をそのまま踏襲した。） 

以上の判例は自由権規約の緩用に関するものであるが，同じく国際人権法の

体系に位置付けられる児童の権利に関する条約（こどもの権利条約）がこれに

準じて適用されるべきことは明白である。 

 

11 条約遵守を実現するため設立された，国連機関である児童の権利に関する

委員会（こどもの権利委員会）による審査・討議の中で，司法手続き上におけ

る子供の意思尊重，同条約の直接適用について勧告が為されている。 

 又，児童の権利に関する委員会に対する日本政府第 1回報告の中では，15歳

未満のこどもの陳述聴取について見解が示されている。これらの資料を別途追

って提出する。 

                         平成 18年 12月 14日 

                      抗告人    


